
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

議案第５号 

長与町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を

改正する条例 

令和６年３月５日 

長与町長 吉 田 愼 一 

提案理由 

 社会経済情勢及び類似団体等の状況に鑑み、議員報酬の適正を期すため、長与

町議会議員の報酬月額を改めるとともに、所要の改正を行うもの。 

上記議案を提出します。 



   長与町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 

 長与町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和４４年条例第２３号）の一

部を次のように改正する。 

 第２条第１項中「３４３，０００円」を「３６８，０００円」に、「２８５，０００円」

を「３１０，０００円」に、「２５８，０００円」を「２８３，０００円」に、「２７１，０

００円」を「２９６，０００円」に改める。 

 第５条第１項中「、失職し（公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１１条第１項第

１号の規定に該当して地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１２７条第１項の規定によ

り失職した場合に限る。）」を削り、同条第３項中「、失職」を削る。 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第５条の改正規定は、公布の日か

ら施行する。 

 


